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午前・午後１０時００分 

東郷町議会議長 加藤啓二 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 ９ 番  氏名 石川 正   ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №  １－１   

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

  

１．  尾三地区の  

自治体間連携基

本協定の意義と

成果について  

 

 

 

 

 

２．ボートの普及  

 拡大のために  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．介護要支援事

業の市町村への

移管の影響は  

 

 自治体間の連携やまちづくりの推進のため  

尾三地区の自治体間連携基本協定が H26.1 に    

締結された。この内容、期待される成果等に  

ついて確認したい。  

（１）連携基本協定の意義と目指す姿  

（２）進め方と実施項目  

（３）期待される成果  

（４）これらの情報発信  など  

  

東郷町は「水と緑とボートのまち」を標語  

としている。しかし、ボートの普及という面  

で十分とは云い難いのが現状だと思う。ボー

トの普及、活性化について確認したい。  

（１）ボート人口、指導者の実態はどうなの

か。  

（２）ボート体験学習、講習会の実施状況、

計画などはどうなっているのか。  

（３）  ボート普及拡大のための対策について

中学生に「夏休みボート体験学習」など取

り入れたら。  

（４）町ボートハウス北側のプレハブの  

 有効活用について  

・  展示場、ボート教室など  

 

 介護保険において、要支援は市町村事業へ  

H15 年度から 3 年かけて移管が、今国会へ提出  

される予定である。これによる本町への影響

について確認したい。  

（１）介護者（含む要支援）の実態は。  

（２）要支援が町事業として移管になった  

場合の費用負担やサービス内容など本町へ

の影響はどうなのか。  

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

 


